
 

 

 

 

 
 
 

栄養士賠償責任保険＊の上乗せ補償制度「栄養士総合補償制度」で大きな安心を！ 
＊会員の皆様は、日本栄養士会の団体栄養士賠償責任保険に加入しています。（全員自動加入） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●栄養士総合補償制度（上乗せ補償制度）にご加入いただけるのは、公益社団法人日本栄
養士会の会員様に限ります。 

●栄養士総合補償制度（上乗せ補償制度）は毎月１日付でご加入いただけます。 

●ご加入方法の詳細、栄養士総合補償制度（上乗せ補償制度）のパンフレットをご希望の
場合は、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご連絡ください。 

 

 

＜ご契約期間（保険期間）＞ 

平成２７年４月１日午後４時から平成２８年４月１日午後４時まで１年間 

 

＜お問合せ先＞ 

引受保険会社 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社  

医療・福祉開発部 第三課 

〒１００-８９６５ 
東京都千代田区霞が関３-７-３ 
ＴＥＬ．０３-３５９３-６８２４  ＦＡＸ．０３-３５９３-５３６９ 
〔受付時間〕平日の９：００～１７：００ 

（土日、祝日、１２／３１～１／３を除きます。） 

取扱代理店 

株式会社エヌシ-アイ 
〒１５４-００１７ 
東京都世田谷区世田谷３-３-３グランドステ-タス世田谷２階 
ＴＥＬ．０３-３４２６-７７５７ ＦＡＸ．０３-３４２６-９７７９ 
〔受付時間〕平日の９：００～１８：００ 

（土日、祝日、年末年始を除きます。） 

 

団体保険契約者：公益社団法人日本栄養士会 

・栄養士総合補償制度とは公益社団法人日本栄養士会が引受保険会社である損保ジャパン日本興亜と連携して運営する賠償責任保険、傷害総合保険です。 
・本パンフレットは賠償責任保険、傷害総合保険の概要が記載されております。詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わ

せください。 

平成２７年度 公益社団法人日本栄養士会会員対象 

栄養士総合補償制度（上乗せ補償制度）

は管理栄養士・栄養士の皆様を取り巻く

さまざまなリスクを包括的にカバーす

る総合補償制度です！ 

栄養士総合補償制度（上乗せ補償制度）は自動継続ではありません。現在ご加入の方でご継続を希望さ

れる場合は、あらためてご加入手続きをしていただく必要がありますので、ご注意ください。 
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栄養士賠償責任保険で補償される事故内容 

会員の皆様が管理栄養士・栄養士として製造、販売、提供した飲食物や献立、栄養管理計画書などが原因となり発

生した賠償事故 [賠償責任保険 製造物･完成(引渡)作業リスク] 

＜事故の例＞ 

◇提供した飲食物が原因で食中毒が発生してしまった。 

◇栄養管理が必要な患者が、栄養管理計画書の誤りにより亡くなられた。 

◇給食管理上のミスにより生徒に身体障害が発生した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

会員の皆様は 

「栄養士賠償責任保険」に加入しています。（全員自動加入） 

【補償金額（保険金額）】 

対人対物事故共通 期間中 １億円 

製造、販売、提供した飲食物や献
立、栄養管理計画書など以外が原
因の事故は？ 

「人」に発生した事故の場合、
１億円を超える賠償金額となる
ケースもあるのではと心配な人
は・・・ 

栄養士総合補償制度（上乗せ補償制度）は栄養
士賠償責任保険では補償対象外となる次のリス
クもカバーします！！ 

 管理栄養士・栄養士業務における賠償リスク  

会員の皆様が管理栄養士・栄養士として行う業務（栄養指導な
ど）や、所有、使用、または管理する施設が原因で発生した賠
償事故 

[賠償責任保険 施設･業務遂行リスク] 
※会員の皆様が管理栄養士・栄養士として製造、販売、提供した飲食物や献立、栄

養管理計画書などが原因となり発生した賠償事故（賠償責任保険 製造物･完成(引
渡)作業リスク）は栄養士賠償責任保険でも補償しております。 

＜事故の例＞・地域活動中に参加者をケガさせてしまった。 
・業務で調理中に包丁で同僚をケガさせてしまった。 

日常生活における賠償リスク  

会員の皆様が、２４時間・３６５日、日常生活が原因で発生し
た賠償事故。（スタンダードプラン・ワイドプランのみ） 
[傷害総合保険個人賠償責任補償特約] 

＜事故の例＞・自転車で人にぶつかり、ケガをさせてしまった。  
・ボランティアで老人の介護補助をしていた際、誤って転

ばせてしまった。  

管理栄養士・栄養士自身の傷害リスク 

会員の皆様が２４時間・３６５日、偶然な事故によりケガをし
てしまった。（スタンダードプラン・ワイドプランのみ） 
[天災危険補償特約付 傷害総合保険] 

＜事故の例＞ ・訪問栄養指導に向かう際、交通事故に遭い後遺障害が
生じた。 

・地震で本棚の本が頭上に落下してケガをし入院した。 
・調理中にやけどをして通院した。（ワイドプランのみ） 

栄養士総合補償制度（上乗せ補償制度）
に加入すると、製造物･完成(引渡)作業
リスクのご契約金額（保険金額）が 

１億円から３億円にＵＰ 

しますので、さらに大きな安心が得ら
れます！！ 
※お支払いする保険金が１億円以内の場合、栄養士賠償責任

保険（全員自動加入）で補償します。 

栄養士総合補償制度（上乗せ補償制

度）にご加入されると・・・ 

栄養士総合補償制度（上乗せ補償制

度）にご加入されると・・・ 

地震・噴火・津波に
よるケガも対象とな
ります！ 
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 管理栄養士・栄養士業務における賠償リスク   

ご加入プラン 
賠償責任保険 

製造物･完成(引渡)作業リスク 
賠償責任保険 

施設･業務遂行リスク 

全プラン共通 

対人対物事故共通 期間中 

３億円 

＊お支払いする保険金が１億円以内の場合、栄養士賠償責任
保険（全員自動加入）で補償します。お支払いする損害賠

償金などが１億円を超過した場合に限り、保険金をお支払
いします。 

対人対物事故共通 期間中 

３億円 

＋ 
＜人格権侵害・宣伝障害＞ 
プライバシーの侵害などに起因する慰謝料など
に対して保険金をお支払いします。 
 
ご契約金額（保険金額） 

対人対物事故共通 １事故 ３億円 
  

 

 日常生活における賠償リスク   

ご加入プラン 傷害総合保険  個人賠償責任補償特約 

エコノミープラン  補償されません 

スタンダードプラン １事故 ２，５００万円＊ 

ワイドプラン １事故 １億円＊ 

＊傷害保険の他、火災保険や自動車保険などで、この保険と同種の賠償責任を補償するご契約がある場合、補償の重複が生じる可能性があり

ますので、他のご契約の補償内容・ご契約金額を十分にご確認ください。 

 

 
 管理栄養士・栄養士自身の傷害リスク   

ご加入プラン 天災危険補償特約付  傷害総合保険 

エコノミープラン  補償されません 

スタンダードプラン 

死亡・後遺障害 ９８．５万円 

入院保険金日額 １，０００円 

手 術 保 険 金 Ｐ３「お支払いする保険金の種類と内容」をご参照ください 

通院保険金日額 － 

ワイドプラン 

死亡・後遺障害 １０３．５万円 

入院保険金日額 １，５００円 

手 術 保 険 金 Ｐ３「お支払いする保険金の種類と内容」をご参照ください 

通院保険金日額 ７５０円 
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お支払いする保険金の種類と内容 
 

管理栄養士・栄養士業務における賠償リスク 
[全プラン共通(賠償責任保険 製造物･完成(引渡)作業リスク、施設・業務遂行リスク)] 

保険金の種類 お支払いする保険金の内容 

①損害賠償金 

損害賠償請求権者(被害者)に対して支払った損害賠償金です。損害賠償金のお支払いにより代位取得するものがある場合はその価額を控
除します。 

対人事故…身体に障害を被った被害者の逸失利益、入院費などの治療費、休業補償費、慰謝料 
対物事故…損壊した財物の修理費用、修理不能の場合の交換価額など 

②損害防止費用 
事故が発生した場合に、損害を防止または軽減するための費用（回収費用や石油拡散防止費用は除きます。）のうち損保ジャパン日本興
亜が必要または有益であったと認めた費用です。 

③権利保全費用 
第三者に対して、損害賠償請求権を有する場合に、その権利の保全または行使に必要な手続きをするために被保険者が支出した費
用です。 

④争訟費用 
損害賠償責任の解決のために支出した訴訟費用、仲裁費用、調停費用、弁護士費用などです。なお、この費用の支出にあたっては、損保
ジャパン日本興亜の書面による同意が必要です。 

⑤協力費用 
損保ジャパン日本興亜が損害賠償請求の解決にあたる場合に、損保ジャパン日本興亜の求めに応じて被保険者がこれに協力するために支出し
た費用です。 

⑥初期対応費用 
事故が発生した場合に、初期対応のために支出した費用（事故現場保存費用、事故原因調査費用、事故現場片づけ費用など）です。ご契
約期間（保険期間）を通じて５００万円を限度とします。ただし、事故原因調査費用については、１回の事故につき３０万円を限度とし
ます。なお、この費用の支出にあたっては損保ジャパン日本興亜の承認が必要です。 

⑦争訟対応費用 
損害賠償責任の解決のために支出した意見書または鑑定書作成のために必要な費用、超過勤務手当（通常支払われるべき金額を除きま
す。）などです。ご契約期間（保険期間）を通じて１,０００万円を限度とします。なお、この費用の支出にあたっては、損保ジャパン日
本興亜の書面による同意が必要です。 

⑧第三者医療費用 

業務遂行による事故、所有または賃借する施設もしくはその施設に隣接する道路上での事故、または製品または完成もしくは引き渡した作業
が原因の事故により第三者（記名被保険者およびその下請負人ならびにこれらの者の役員および従業員を除きます。）に身体の障害が発生し
た場合、損害賠償責任の有無にかかわらず支出した医療費用または葬祭費用です。被害者１名について５０万円を限度、ご契約期間（保険期
間）を通じて１,０００万円を限度とします。なお、この費用の支出にあたっては、損保ジャパン日本興亜の同意が必要です。 
【ご注意】第三者医療費用をお支払いした後に、法律上の損害賠償責任を負担された場合は、既にお支払いした第三者医療費用は①損害

賠償金に充当されます。 

⑨対人見舞費用・ 
対物臨時費用 

対人事故が発生した場合に、慣習として支出した見舞金、見舞品の購入費用や、対物事故が発生した場合に臨時に必要とした費用です。
下記の表の額を限度とします。なお、これらの費用の支出にあたっては、損保ジャパン日本興亜の書面による同意が必要です。 

 被害者１名(法人の場合は１法人)限度額 ご契約期間(保険期間)中限度額 
対人見舞費用 死亡の場合１０万円   死亡以外の場合２万円 

１,０００万円 
対物臨時費用 ２万円 

【ご注意】人格権侵害・宣伝障害に関する事項では、お支払いの対象となりません 

※②から⑦、および⑨の損害については、結果的に被保険者に損害賠償責任がないことが判明した場合でもお支払いの対象となります。 
※①②③の合計でご契約金額が限度となります。 
 

日常生活における賠償リスク・管理栄養士･栄養士自身の傷害リスク 
[スタンダードプラン・ワイドプラン（個人賠償責任補償特約付 傷害総合保険）] 

保険金の種類 お支払いする保険金の内容 

賠償責任 
の 補 償 

個人賠償 
責任保険金 

日常生活中の偶然な事故や自宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物をこ
わしたりしたことにより法律上の損害賠償責任を負担された場合、１事故につき賠償責任保険金額を限度として損害賠償金
をお支払いします。また、損保ジャパン日本興亜の同意を得て支出された訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは
調停に要した費用などもお支払いします。（賠償金額の決定には事前に損保ジャパン日本興亜の承認を必要とします。） 

ケ  ガ 
の補償 

①死亡保険金 
偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため事故発生日からその日を含めて１８０日以内に亡くなら
れた場合、死亡保険金額の全額をお支払いします。 

左記保険金は重
複してお支払い
しますが、ご契
約期間を通じ、
死亡・後遺障害
保険金額が限度
となります。 

②後遺障害保険金 

偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため事故発生日からその日を含めて１８０日以内に身体の一
部を失われたり、その機能に重大な障害を永久に残された場合、その程度に応じて死亡保険金額の４％～
１００％＊１をお支払いします。 
＊１ 既に後遺障害のある方がケガをされ、同一部位の後遺障害の程度が重くなった場合には、重くなった後

遺障害に該当する割合から既にあった後遺障害に該当する割合を差し引いたものを適用します。 

③入院保険金 
偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため入院された場合、事故発生日からその日を含めて１８０日以内の入院に対
し、１８０日を限度として入院日数１日につき入院保険金日額をお支払いします。 

④手術保険金 

偶然な事故によってケガをされ、事故発生日からその日を含めて１８０日以内にそのケガの治療のために病院または診療所
において、（１）のいずれかの手術を受けられた場合、（２）によって算出した額を手術保険金としてお支払いします。ただ
し、１事故につき１回の手術に限ります。 
（１）対象となる手術 

公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術（一部の軽微な手術を
除きます。）など 

（２）お支払いする手術保険金の額 
①入院中に受けられた手術の場合：手術保険金の額＝入院保険金日額×１０(倍) 
②外来で受けられた手術の場合：手術保険金の額＝入院保険金日額×５（倍） 

お支払いの対象となる手術のさらに詳しい内容を損保ジャパン日本興亜ホームページ（http://www.sjnk.co.jp/）に掲載し
ておりますので、ご覧ください。 

⑤通院保険金 
(ワイドプランのみ) 

偶然な事故によってケガをされ通院（往診を含みます。）し、医師の治療を受けられた場合、事故発生日からその日を含め
て１８０日以内の通院に対し、９０日を限度として、通院日数１日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院
保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 

また、実際に通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯
じんたい

損 傷
そんしょう

などのケガをされた部位（脊柱、肋骨
ろっこつ

、胸骨、長管 
骨など）を固定するために医師の指示によりギプスなどを常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 

【ご注意】次のような通院は、通院保険金のお支払いの対象となりません。 

薬剤、診断書、医療器具の受領などを目的とした医師による治療を伴わない通院 
【ご注意】通院保険金をお支払いする通院期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複しては通院保険

金をお支払いしません。 

※①から⑤までの保険金は、健康保険、労災保険、生命保険、加害者からの賠償金などに関係なくお支払いします。 
※①死亡保険金は法定相続人に、その他の保険金は被保険者にお支払いします。 
※ケガをされた時に既に存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、またはケガをされた後にその原因となった事故と関係なく発生した別のケガや

病気の影響によって、ケガの程度が重くなったときや治療期間が長くなったときは、それら影響がなかったものとして保険金をお支払いします。 
※ご加入の際には、死亡・後遺障害、入院保険金日額、通院保険金日額などのご契約金額(保険金額)を制限させていただくことがありますのであらかじめご了

承ください。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。 
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保険金をお支払いできない主な場合 
 

管理栄養士・栄養士業務における賠償リスク 
[全プラン共通(賠償責任保険 製造物･完成(引渡)作業リスク、施設・業務遂行リスク)]  
≪施設･業務遂行リスク､製造物･完成（引渡）作業リスク 共通≫ 
①ご契約者または被保険者の故意 
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに

類似の事変、暴動またはこれらに伴う秩序の混乱 
③放射線照射または放射能汚染 
④環境汚染。ただし、突発的な事故により、急激に拡散された汚染物質によ

る場合はお支払いの対象となります。 
⑤地震、噴火、洪水、津波またはこれらに関連のある火災その他類似の事故 
⑥医師、看護師、薬剤師、弁護士、建築士などの業務（資格の有無を問いま

せん。）による事故 
⑦記名被保険者の業務上の事故により記名被保険者の役員、従業員などが被

った身体の障害に対して負担する損害賠償責任 
⑧記名被保険者の所有物に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責

任 
⑨約定または合意によって加重された損害賠償責任 
⑩被保険者がその父母、配偶者、子または同居の親族に対して負担する損害

賠償責任                           など 
〈施設･業務遂行リスク 固有〉 
①航空機、自動車、車両（原動力がもっぱら人力であるものを除きます。）

または銃器の所有、使用または管理に起因する事故 
②基礎工事、地下工事などに伴う土地の沈下、隆起、移動もしくは土地の軟

弱化または地下水の増減に起因する財物の損壊 

③塵埃
じんあい

または騒音に起因する事故                 など 

〈製造物･完成(引渡)作業リスク  固有〉 
①故意または重大な過失により、法令に違反して製造、販売もしくは提供した

記名被保険者の製造物または法令に違反して行った記名被保険者の作業に起
因する事故 

②回収措置を講じるために要した費用に対して負担する損害賠償責任 
③製造物（商品）などが成分、原材料または部品などとして使用されている財

物に発生した財物の損壊                   など 
≪第三者医療費用≫ 
①≪施設・業務遂行リスク、製造物・完成（引渡）作業リスク共通≫の①から
⑥までの事由 
②医療費用または葬祭費用を受け取るべき者の故意、自殺行為、犯罪行為また

は闘争行為 
③被害者の父母、配偶者、子または同居の親族の行為 
④〈施設･業務遂行リスク 固有〉の①③の事由 
⑤〈製造物･完成（引渡）作業リスク固有〉の①の事由       など 

≪人格権侵害・宣伝障害 共通≫ 
①被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者

以外の者によって行われた犯罪行為（過失犯を除きます。） 
②採用、雇用または解雇に関して行われた行為           など 

〈宣伝障害 固有〉 
①契約違反 
②宣伝された品質または性能に商品、製品またはサービスが適合しないこと 
③商品､製品またはサービスの価格表示の誤り            など 

 

日常生活における賠償リスク・管理栄養士･栄養士自身の傷害リスク 
[スタンダードプラン・ワイドプラン（個人賠償責任補償特約付 傷害総合保険）] 

賠償責任 
の 補 償 

●故意による事故   ●地震、噴火、津波による事故   ●戦争、外国の武力行使、暴動または核燃料物質の有害な特性などによる事故 
●職務遂行に直接起因する事故   ●同居の親族に対する損害賠償責任   ●他人から預かったり借りたりしている物の損壊についての損
害賠償責任   ●自動車（ただし、原動機付身体障害者用車いす・歩行補助車やゴルフ場敷地内でのゴルフカートによる事故はお支払いしま
す。）、原動機付自転車、航空機、船舶、銃器による事故                                  など 

ケ  ガ 
の補償 

●故意または重大な過失によるケガ   ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ   ●無資格運転、酒気を帯びた状態で運転して
いる間のケガ   ●脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ   ●戦争、外国の武力行使、暴動または核燃料物質の有害な特性などによる
ケガ   ●むちうち症または腰痛などでそれらの症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの   ●自動車、原動機付自転車、モーター
ボートなどによる競技（競技場における競技に準じる行為を含みます。）、競争、興行、試運転をしている間のケガ   ●危険なスポーツ（ピッケルなどの
登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダーなど）を行っている間のケガ                     など 

 

 

損保ジャパン日本興亜・アシスタントダイヤルのご案内 
損保ジャパン日本興亜アシスタント・ダイヤルは、栄養士総合補償制度（上乗せ補償制度）のスタンダードプラン・ワイドプランにご加入いただいた方であれ

ばどなたでもご利用いただける無料電話相談サービスです。電話番号はご加入後にお届けする加入者証に記載しています。サービス内容は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※上記のサービスは、損保ジャパン日本興亜ヘルスケアサービス株式会社にサービスの運営実施を委託しています。 
※地震・噴火などの災害時には、本サービスをご利用いただけないことがあります。 
※記載のサービスは平成２７年１月現在のものです。サービス内容は予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください 
 

メンタルヘルスに関す
るサービス 

 メンタルＩＴサポート  
専用ホームページ＊にてストレスチェックを受けること
ができます。 
＊ホームページアドレスはご加入後にお届けする加入者証
に記載しています。 

健康･医療に関する 
相談サービス 
(２４時間･年中無休) 

 健康チェックサポート   
全国の人間ドック実施機関のご紹介・ご予約を承りま
す。一部医療機関では、優待割引の制度もあります。（ご
紹介後の費用はお客様のご負担となります。） 

専門スタッフが郵便健診（郵送により健診を受けること
ができるサービスです。）のご紹介を承ります。（ご紹介
後の費用はお客様のご負担となります。） 

医師または看護師が法定健診や人間ドック、郵便健診な
どの健診結果に関するご相談に電話でお応えします。 

 健康・医療相談  
医師または看護師が健康づくりや気に
なる身体の症状のご相談、疾患につい
てのご質問、受診時のアドバイスなど
に電話でお応えします。 

 医療機関情報提供  
看護師が電話で次の情報をご提供します。 
①緊急時の医療機関情報（夜間休日の救急医療機

関、出張先・旅先での最寄りの医療機関情報） 
②地域の専門医療機関情報 
③女性医師情報 
④高度医療機器による検査・診察を受けることが

できる医療機関の情報 
⑤転院・患者移送を行う事業者の利用相談および

手配のために必要な情報 

 専門医相談  
各種専門分野の提携医師に
よる電話相談を看護師がお
取次ぎします。（予約制とな
ります。） 

 健康管理相談  
医師または看護師が次のご相談に電話でお応えします。 
①栄養・食事面からの健康管理相談 
②薬に関するご相談（専門的な内容にはお応えできない

ことがあります。） 

人間ドック 
のご紹介 

郵便健診 
のご紹介 

健診結果相談 

 メンタルヘルス相談  
メンタルに関するさまざまなご相談に対して臨床心理士などによる個
別の電話カウンセリングをご提供します。 
※ご利用は平日の９：３０～１９：００または土曜日の１１:００～１８:００

となります。（日曜日、祝日、１２/２９～１/４を除きます。） 

育児･介護に関する 
相談サービス 
(２４時間･年中無休) 

 

 介護相談  
医師または看護師が認知症や介護についての悩みやご相談に電話でお応え
します。また、地域の介護施設や福祉サービスの情報をご提供します。 

 育児相談  
医師または看護師がお子様の健康に関する悩みや
ご相談に電話でお応えします。 

法律･税務相談、 
公的給付相談サービス 
(２４時間･年中無休) 

 公的給付相談  
公的給付に関する提携社会保険労務士による電話
相談をお取次ぎします。（予約制となります。） 

 法律・税務相談  
提携弁護士による法律に関する電話相談、提携税理士による税金に関する電話
相談をお取次ぎします。（予約制となります。） 
※提携弁護士・提携税理士は正式な委任をお受けすることはできません。 
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ご加入日と保険料一覧表 
 
 

ご加入手続き完了日＊１によってご加入日（保険始期＊２）および保険料が異なりますので、ご注意ください。 
＊１所定の払込取扱票にて保険料のお払込が完了した日をいいます。 

＊２保険終期は平成２８年４月１日午後４時となります。 

（職種区分：Ａ職＊） 

ご加入手続き完了日 

 

ご加入プラン 

 

ご加入日 
（保険始期） 

エコノミー 

プラン 

スタンダード 

プラン 

ワイド 

プラン 

平成２７年３月２５日（水）まで 平成２７年４月１日 １，２００円 ４，２００円 ７，２００円 

平成２７年３月２６日（木）から 

平成２７年４月１５日（水）まで 
平成２７年５月１日 １，１００円 ３，８５０円 ６，６００円 

平成２７年４月１６日（木）から 

平成２７年５月１５日（金）まで 
平成２７年６月１日 １，０００円 ３，５１０円 ６，０１０円 

平成２７年５月１６日（土）から 

平成２７年６月１５日（月）まで 
平成２７年７月１日 ９００円 ３，１５０円 ５，４００円 

平成２７年６月１６日（火）から 

平成２７年７月１５日（水）まで 
平成２７年８月１日 ８００円 ２，８００円 ４，７９０円 

平成２７年７月１６日（木）から 

平成２７年８月１４日（金）まで 
平成２７年９月１日 ７００円 ２，４５０円 ４，２００円 

平成２７年８月１５日（土）から 

平成２７年９月１５日（火）まで 
平成２７年１０月１日 ６００円 ２，１１０円 ３，６１０円 

平成２７年９月１６日（水）から 

平成２７年１０月１５日（木）まで 
平成２７年１１月１日 ５００円 １，７５０円 ３，０００円 

平成２７年１０月１６日（金）から 

平成２７年１１月１３日（金）まで 
平成２７年１２月１日 ４００円 １，４００円 ２，４１０円 

平成２７年１１月１４日（土）から 

平成２７年１２月１５日（火）まで 
平成２８年１月１日 ３００円 １，０６０円 １，８１０円 

平成２７年１２月１６日（水）から 

平成２８年１月１５日（金）まで 
平成２８年２月１日 ２００円 ７００円 １，２００円 

平成２８年１月１６日（土）から 

平成２８年２月１５日（月）まで 
平成２８年３月１日 １００円 ３５０円 ６００円 

＊スタンダードプラン・ワイドプランに含まれる傷害総合保険の保険料は職種区分Ａ職（管理栄養士、栄養士、料理人、飲食店従業員、給仕従事者、専業主婦、
学生、無職の方など）の場合の保険料です。その他職種の方は保険料が異なる場合がありますので取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせ
ください。 

※スタンダードプラン・ワイドプランに含まれる傷害総合保険の保険料は、前年のご加入者数により決定した団体割引５％を適用しています。 
 
 

ご加入手続きについて 
 

１．取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までパンフレットをご請求ください。 

２．「加入依頼票 兼 払込取扱票」に必要事項をご記入の上、お近くの郵便局で上記「ご加入日と保険料一覧表」に記載

の保険料をお払い込みください。（振込手数料はお客様負担となります。） 

３．ご加入日の翌月中旬頃に加入者証を送付いたします。 

 


